
教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日 時 令和５年３月１５日（水）１３時３０分～１４時５０分 

場 所 本部棟４０１会議室（一部オンライン） 

出 席 者 西尾総長、 

金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、水島、豊岡、小笠原、武内 各理事、 

進藤、森井、豊田、島岡 各副学長、 

栗原（文）、竹村（外）、宮本、岡田（人文）、渥美、西森（人）、瀧口（法）、開

本、佐々木（経）、深瀬、近藤（理）、熊ノ郷、神出（医）、今里、豊澤（歯）、藤

尾、小比賀（薬）、桑畑、尾﨑（工）、和田、関山（基）、赤井、中嶋（国公）、村

田、森田（情）、八木、深川（生）、松本（高）、佐藤（小児）、岡田（微）、関野

（産）、敦賀（社）、田中（接）、兒玉（レ）、竹原（医病）、林（歯病）、有川（国

際）、加藤（日日）、中野（核） 各評議員 

欠 席 者 大久保（法）、岡田（蛋）、下條（サ） 各評議員 

オブザーバー 永田（博）、水田（キャ）、竹田（免）、西田（ヒュ）、富山（放） 各部局長 

 

○ 前回議事要旨（案）の確認 

前回（２月１５日）の議事要旨（案）について、特に意見等があれば３月２０日（月）ま

でに総務部総務課運営調整係へ提出することとした。 

（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。）  

 

議       事 

 

〔報告事項〕 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

田中理事から、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する最新の状況及び

本学における対応について報告があった。 

 

２ 令和５年４月からの運営組織構成員等について 

（１）理事・副学長の担当業務について 

（２）総長補佐及びオフィス員の指名について 

（１）及び（２）について、西尾総長から、配付資料に基づき報告があった。 

 

３ 令和５年度個別学力検査等について 

  豊田副学長から、令和５年度個別学力検査の実施結果及び追試験の実施について報告が

あった。また、３月２２日に豊中キャンパスで実施する口頭試問の際の静穏な環境の確保

について協力依頼があった。 

 

４ 令和５年度ＯＵアクションプランについて 

  金田理事から、配付資料に基づき報告があった。なお、今回は令和５年度ＯＵアクショ



ンプランの暫定版についての報告であり、重点的に行う取り組みの紹介であること、また、

今後、本プランは令和４年度の業務実績と令和５年度の予算の確定を踏まえた修正を反映

のうえ最終確定する予定であり、その内容については６月開催の教育研究評議会であらた

めて報告する予定である旨の補足説明があった。 

 

５ 大学間学術交流協定の締結について 

  河原理事から、配付資料に基づき報告があった。 

 

〔審議事項〕 

１ 学内規程の制定、一部改正及び廃止について 

（１）組織規程の一部改正 

（２）部局長選考規程の一部改正 

（３）部局長会議規程の一部改正 

（４）教育オフィス規程の一部改正 

（５）グローバル連携オフィス規程の一部改正 

（６）国際交流委員会規程の一部改正 

（７）発明委員会規程の廃止 

（８）キャンパス整備検討委員会規程の制定 

（９）ミュージアム・リンクス規程の制定 

（１０）コアファシリティ機構規程の制定 

（１１）コアファシリティ機構運営委員会規程の制定 

（１２）中之島芸術センター規程の制定 

（１３）中之島芸術センター運営協議会規程の制定 

（１４）中之島芸術センター会議規程の制定 

（１５）中之島芸術センターアドバイザリーボード規程の制定 

（１６）高等共創研究院規程の一部改正 

（１７）ダイバーシティ＆インクルージョンセンター規程の一部改正 

（１８）適塾記念センター規程の一部改正 

（１９）宿泊施設規程の制定 

（２０）宿泊施設使用細則の制定 

（２１）研究インテグリティの確保に関する規程の制定 

（２２）遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正 

（２３）遺伝子組換え実験実施規則の一部改正 

（２４）安全保障輸出管理規程の一部改正 

西尾総長から、配付資料に基づき説明があった。また、（７）について、金田理事から、

参考資料に基づき補足説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２ 就業規則の一部改正について 

（１）早出遅出勤務制度の要件緩和等に伴うもの 

 「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」 



 「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」 

 「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」 

 「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」 

 「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」 

 「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」 

 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関

する規程」 

 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関

する細則」 

 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等

に関する規程」 

 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等

に関する細則」 

 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇

等に関する規程」 

 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇

等に関する細則」 

（２）大阪大学発明委員会の廃止に伴うもの 

 「国立大学法人大阪大学発明規程」 

水島理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３ 総長選考・監察会議委員候補者選出のための世話人の選出について 

西尾総長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４ 共同研究講座の設置部局の変更について 

（１） 痛みのサイエンスイノベーション共同研究部門 

  貴島国際医工情報センター長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを

承認した。 

 

５ 共同研究部門の相手方企業・講座名称の変更について 

（１）Samsung MR - レーザー応用共同研究部門 

  兒玉レーザー科学研究所長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承

認した。 

 

６ 名誉教授の称号授与について 

  西尾総長から、配付資料に基づき説明があった。その後、神出評議員から補足説明があ

り、審議の結果、全候補者に名誉教授の称号を授与することを承認した。 

 

７ 国際卓越研究大学の公募に係る申請について 

西尾総長及び尾上理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認し



た。また、文部科学省への提出までに生じた修正等は西尾総長に一任とすることについて

も、併せて承認された。なお、本件とは別に、国に対して大学の規模に見合った財政支援

を求める必要があるとの意見があり、引き続き議論することとした。 

 

〔その他事項〕 

１ 退任する理事からのご挨拶及び交代する評議員のご紹介 

  任期満了により退任する三成理事、河原理事、中谷理事及び小笠原理事から退任の挨拶

があった。また、西尾総長から、退任する評議員、オブザーバー及び退職または他機関へ

異動する陪席の職員の紹介があった。 

 

２ 次回教育研究評議会の日程について 

  次回の定例教育研究評議会を、４月１９日（水）１３時３０分から開催することとした。 

 

（以上） 


